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７．登下校の安全、通学路について 
１ 通学路の図を見て、お子さんの通学路・地区班を調べましょう。 

  「児童理解のための資料」に往復の順路を赤線で記入し、お子さんと一緒に歩いて練習してくだ

さい。所要時間から、登校する際、家を出る時刻を確認してください。 

２ 道路の正しい歩き方や信号の見方を教えておいてください。お子さんだけで、登下校できるよう

にしておいてください。 

３ 途中の危険箇所を調べ、その場で具体的に教えておいてください 

 

１年生の下校方法について 
 

入学式翌日から１～２週間程は、下校コース別リボンの色毎に教員が付き添って下校をします。 

その後は、色毎に児童のみで下校するようになります。お時間の都合がつく方は、途中まで迎えに

来ていただくなど、安全に下校できるように見守っていただけたらと思います。 

 

 曜日によってコースが変わる場合は、リボンを２つ付けるようになります。その場合は必ず担任

に連絡帳でお知らせください。また、自宅に帰らないときは、連絡帳に御記入いただくとともに

本人にも『今日は、おばあちゃんの家に帰ります。』などと伝えて登校させてください。 

 学童に行く児童は、学童コースと自宅コースのリボンを２つ付けます。  

※学童に行かない特別な日も、連絡帳で確実にお伝えください。 

 バスを利用する場合は、さらに黄緑のリボンを付けます。 

 上記以外の下校方法の場合、担任にお知らせください。 

 

※本日配布の「下校調査」にて、下校コースの確定をします。必ず御提出ください。入学式に下校

コース別リボンを配布します。交通ワッペンと一緒に黄色い帽子に付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

正門を出て、左に行く ・・・・・ ひだりコース（青・緑・オレンジ） 

 

正門を出て、右に行く ・・・・ ・みぎコース（赤・黄） 

                 ※バスを利用する場合は黄緑も付けます。 

 

えのき門を通る  ・・・・・・・・えのきもんコース（紫・ピンク・水色） 

 

学童クラブ    ・・・・・・・・ がくどうコース（白） 
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水 

通学路別下校について 

 

緊急にまとまって帰る必要がある場合（不審者対策・天候対策・交通安全対策等）に利用します。

どの色の通学路コースを使うか地図を見て確認し、『児童理解のための資料』に御記入ください。通

学路別下校訓練があります。 

尚、教員も何かあった時には必ずそれぞれのカラー（以下の場所）まで確認しに行きますので、緊

急時のお子さんとの待ち合わせ場所としても活用していただけたらと思います。 

本町田ひなた小学校学区域・通学路 

※バス通学されているご家庭は、黄緑と黄か赤コースを選んでくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

色 地区ポイント 色 地区ポイント 

緑 クリーニング屋 青 大公園 

紫 ウエルシア 黄 旧団地交番 

赤 海賊公園 オレンジ スーパーおおた 

ピンク 原児童公園 水 ローソン近くの信号 

黄緑 バス停   

えのき門 

ウエルシア 

海賊公園 

正門 

クリーニング屋 

黄 

旧団地交番 

大公園 

スーパーおおた 

原児童公園 

青 
オレンジ 

赤 

ピンク 

緑 

紫 

ローソン 

旧本町田東小 

本町田ひなた小 

 

消防署 

黄緑 

 バス停 
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８．キッズ携帯やスマートフォンの扱いについて 

 

キッズ携帯電話やスマートフォンの扱いについて 

 
 携帯電話（キッズ携帯含む）やスマートフォンの普及に伴い、それに起因

したトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも増えており、本校では「スマー

トフォン・携帯電話」本町田ひなた小学校ルールを定めています。学校に持

参希望の御家庭は、以下の本町田ひなた小学校ルールをお子様と確認いただ

いた上で持参申請書を提出いただいております。 

 

 
「スマートフォン・携帯電話・キッズ携帯電話」 

本町田ひなた小学校ルール 

 

①  原則登下校時も含め使わないようにする。ただし、保護者と 

どうしても連絡を取る場合は、学校の門を出てから使う。（歩

きながらは、使わない。） 

② 朝、登校してから下校するまで、学校にいる間は電源を切り、

登下校カバンのチャック付ポケットにしまい、絶対に出さない。 

③ 紛失・破損等、管理責任は各家庭によるものとする。（人の物  

には触らない。） 

④ ＳＮＳに関しては、家庭でもルールを確認し、保護者の管理を

徹底する。 
 

 
 

※携帯電話は原則、持ち込まないことになっています。学校にやむを得ない事情があり、

持たせる場合には申請書を提出していただき、各家庭でルールを話し合って持たせる

ようにしてください。 

 


